
１　公募物件

参　考

幅（ｍ）×奥行（ｍ）
令和６年度販売実績
同一設置場所における
1台あたり平均売上本数

名護１
名護青少
年の家

名護市字名
護5511番地

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.19×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.252 Ｂ 要 別添 建物 30,688 5,398本

糸満１
糸満青少
年の家

糸満市字賀
数347番地

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.00×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.1 Ｂ 要 〃 土地 1,068 2,897本

糸満２
糸満青少
年の家

糸満市字賀
数347番地

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.19×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.252 Ｂ 要 〃 建物 28,482 1,585本

石川１
石川青少
年の家

うるま市石川
3491番地の
２

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.19×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.252 Ｂ 要 〃 土地 359 4,640本

石川２
石川青少
年の家

うるま市石川
3491番地の
２

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.19×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.252 Ｂ 要 〃 土地 359 ※新規設置

玉城１
玉城青少
年の家

南城市玉城
字玉城420

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.19×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.252 Ｂ 要 〃 土地 761 4,277本

宮古１
宮古青少
年の家

宮古島市平
良字東仲宗
根添1164

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.30×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.34 Ｂ 要 〃 土地 702 1,006本

石垣１
石垣青少
年の家

石垣市字新
川868

R8.4.1～
R11.3.31

1
自動販売機　1.30×0.8
回収ボックス　0.6×0.5

1.34 Ｂ 要 〃 土地 889 3,393本

（注１）応募者の地域要件Ａ・・・

　　　　応募者の地域要件Ｂ・・・

最低貸付
料年額
（円）

過去５年以内に自動販売機の実績があり、設置事業者の住所又は所在地は問いません。

設置事業者が個人の場合は、その住所が該当県有施設所在の市町村にあり、過去５年以内に沖縄県又は当該県

貸付面積（㎡）
公募
台数

設置事業
者の地域
要件（注
１）

位置図
（注３）

町村の自動販売機設置許可の実績があること。

種別

「沖縄県立青少年の家」公募物件説明書

物件番号設置場所 所在地 貸付期間
販売品目
（注２）

子メー
ター設
置

施設所在市町村の自動販売機設置許可の実績があること。

設置事業者が法人の場合は、本店の所在地が沖縄県内にあり、過去５年以内に沖縄県又は当該県有施設所在市

缶、ペッ
トボトル、
紙パック、
ビンなど
密閉式
の容器と
し、お茶、
水、炭酸
飲料、
コーヒー
及び
ジュース
類を含む
こと。
栄養補
助食品も
可能とす
る。



（注２）販売品目については、公募期間内に事前に施設管理者と協議した上で、公募申込みしてください。販売品目については、公募期間内に事前に施設管理者と協議した上で、公募申込みをしてください。

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７）

２　申込先及び申込期間

名　称

※電話、ＦＡＸ、メールによる受付は行いません。

持参する場合

使用済回収ボックスの設置及び回収は、関係者間で協議の上、設置事業者が適切に行ってください。

R8.2.13（金）～R8.3.4（水）
午前9時00分～正午、午後1時～午後5
時
※土曜日、日曜日、祝日は受付を行い
ません。

貸付期間が年度途中に開始するときは、年額貸付料を月割りした額を初年度の貸付料とします。

住　所
電話番号
FAX番号

郵送する場合

申込先 申　　　　　込　　　　　期　　　　　間

〒902-8501　那覇
市寄宮１丁目２番
16号（旧県立図書
館）

教育庁生涯
学習振興課

TEL098-866-2746
FAX098-863-9547

R8.2.13（金）～R8.3.4（水）
※3月4日（水）午後５時までの郵便必
着

物件番号「石川２」については、新規設置となります。
物件番号「宮古１」について、当該施設は令和９年度に大規模改修工事を予定しており９か月程度休所期間がある予定です。
物件番号「石垣１」について、当該施設は令和８年度に大規模改修工事を予定しており９か月程度休所期間がある予定です。

設置場所によっては、商品の補充やメンテナンスの際の扉の開閉等に支障がある場合があるので、応募前に各施設指定管理者に連絡をとり現場を確認
してください。

物件毎に１業者１台の応募とし、応募価格の高い順に設置事業者を決定します。複数台公募する物件の設置位置については、応募価格の高い順に選定
出来るものとし、施設の改築等による移転の際も同様とします。


